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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインへの対応について

環境問題に関する行動計画（抜粋）

　当金庫は、日常の事業活動において自然環境に与える影響に鑑み、豊かな自然環境を守るため継続的な環境保全
活動に取組みます。
　自然環境の維持および改善に努めることは、企業市民としての社会的責任であり、環境への負荷の軽減に努力することは
資源を消費する企業としての責務であると認識しています。
　なかでも、地球温暖化対策や循環型社会の構築（廃棄物対策）へ向けた取組みを積極的に推進していきます。

（1）資源の効率的利用
　 当金庫では業務の性格上、電力および紙の消費量が多いことから、今後は、電力および紙の消費量を削減することに
　 努力します。
　 電力については、省エネルギー化を図ることにより、その使用量を削減し、ＣＯ₂の排出削減に寄与します。
　 紙資源については、ペーパーレス化の推進やコピー量の削減などにより、紙全体の消費量削減に努力します。
（2）循環型社会の構築への取組み
　 環境への負荷の軽減を目指し、リサイクルの推進に努めます。
　 紙資源については、チラシ・コピー用紙等に引続き再生紙を使用します。
　 また、プラスチック・缶・ペットボトルなどは、分別回収の徹底を図ることにより資源の再利用に努めます。
　 景品については、エコマーク商品など環境に配慮した商品を使用するよう努力します。
（3）社会貢献活動
　 地域貢献活動の中で、環境問題に関する活動（資源回収や清掃活動）を積極的に推進していきます。
（4）お客さまの環境意識の高まりに対応した業務展開
　 環境面に着目した金融商品の開発・提供等、お客さまの環境意識の高まりに対応した業務展開に努めます。
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1.取組方針

2.具体的な行動計画

環境問題への取組みについて

当金庫は、日常の事業活動において自然環境に与える影響に鑑み、豊かな自然環境を守るため、継続的な
環境保全活動に取組んでいます。
なかでも、地球温暖化対策については、平成17年2月に発効した京都議定書の趣旨に賛同し、温室効果
ガス削減のため電力使用量削減はもちろんのこと、紙・ガソリンの使用量削減や資源のリサイクルにも積
極的に取組んでいます。
なお、当金庫では環境問題に関する具体的な行動を取決めた「環境問題に関する行動計画」を策定のうえ、
日々実践しています。

▶１．マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本方針

１．運営方針

半田信用金庫（以下、当金庫）は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下、「マネロン・テロ資金供与」と
いいます。）の防止に向け、適用される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次の通り定
め、管理態勢を整備します。

理事会は、マネロン・テロ資金供与の防止を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけ、マネロン・テロ資金供与
の脅威に対し、組織として適切に対応できる管理態勢を構築します。
構築にあたって、組織全体で連携・協働してマネロン・テロ資金供与のリスクを特定・評価するための枠組みの構築、各
部門の利害調整、マネロン・テロ資金供与リスクの特定・評価を実施するための指導・支援、マネロン・テロ資金供与リスク
の評価結果を踏まえたポリシー・規程・手順等の策定、マネロン・テロ資金供与リスクを適切にコントロールするために必
要となる経営資源の配分等について、主導性を発揮します。
また、当金庫のマネロン・テロ資金供与リスクが変化した際や、運営上の課題が確認された場合には、改めてポリシー・
規程・手順等の見直しを検討し、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を高める対応態勢を構築します。

２．管理態勢
当金庫におけるマネロン・テロ資金供与対策の主管部署を総務部コンプライアンス室とし、主管部署が関係する各部や
営業店等と連携を図りマネロン・テロ資金供与対策に取組みます。

３．リスクベース・アプローチ
リスクベース・アプローチの考え方に基づき、当金庫が直面しているマネロン・テロ資金供与に関するリスクを特定・評
価し、リスクに見合った低減措置を講じます。

４．お客様への対応方針
適切な取引時確認を実施し、お客様や取引のリスクに即した対応策を実施する態勢を整備します。
また、お客様から定期的な情報収集、取引時の記録等から取引実態等を定期的に調査・分析することで、継続的にお客
様への対応策の見直しを図ります。

５．疑わしい取引の届出
営業店からの報告、またはシステムによるモニタリング・フィルタリングで検知した取引を基に、お客様の属性、取引時
の状況等を総合的に検証・分析することで、疑わしい取引等を適切に把握し、当局に速やかに疑わしい取引の届出を行い

６．資産凍結の措置
テロリスト等に対する資産凍結等の措置を適切に実施します。

７．役職員の研修
継続的な研修を通じて、役職員のマネロン・テロ資金供与に対する知識・理解を深め、役割に応じた専門性・適合性等を
有する役職員の確保・育成に努めます。

８．実効性の検証
マネロン・テロ資金供与対策の管理態勢について、主管部署は営業店等における対策の実効性を定期的に検証し、対策
の実効性確保に向けた改善を進めるとともに、独立した内部監査部門による定期的な監査を実施し、その監査結果を踏ま
えて、さらなる改善に努めます。

お客様からの定期的な情報収集に向けて、当金庫のホームページ、営業店等を活用して、お客様からの理解を得るため
の周知、広報活動に取組みます。

９．お客様からの理解促進

▶２．取引時確認、継続的な顧客管理についてのお願い

近年、国際社会においてマネロン・テロ資金供与の重要性が高まっており、国内においても特殊詐欺などの金融犯
罪が多数発生しています。
当金庫はマネロン・テロ資金供与対策の一環として、お客様の情報（氏名・住所・生年月日・ご職業・お取引の目的
等）を、店頭や訪問、ハガキＤＭ（ダイレクトメール）等により、確認させていただく取組みを進めております。
また、各種質問へのご回答やご依頼した資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ず新規
のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客様におかれましては、やむを
得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
お客様にはお手数をおかけしますが、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の防止のために、またお客様の預
金や資産を守るために必要な取組みであることについてご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。


